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○桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱 

平成 21 年 5 月 26 日 

告示第 93 号 

【改正 平成 23 年 03 月 30 日 告示第 69 号】 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、桜井市耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震化を促進し、もって 

災害に強い、安全・安心なまちづくりを推進するため、住宅の耐震改修を行う所有者等 

に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるも 

のとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅（店舗等の 

用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の 2分の 1未満のも

のに限る。）を含む。）で、2以下の階数を有する木造の建築物をいう。 

２ この要綱において「耐震診断」とは、奈良県既存木造住宅耐震改修支援事業費補助金 

交付要綱運用基準（平成 20 年 3 月 25 日奈良県土木部建築課制定）に基づく診断方法に

て地震に対する安全性を評価することをいう。 

３ この要綱において「耐震改修工事」とは、耐震診断の結果により、倒壊の危険がある 

と判断された既存木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工 

事をいう。 

４ この要綱において「耐震改修技術者」とは、次に掲げる技術者（その者が所属する建 

築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1項の登録を受けている建築士事務所又は

建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 2 条第 3 項の建設業者を含む。）をいう。 

⑴ 建築士法第 2条第 1 項の一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、財団法人日本

建築防災協会が主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法講習会の受講終了者 

⑵ 奈良県木造住宅耐震診断員登録要綱（平成 17 年 11 月 4 日施行）第 2条第 2 号の診

断員その他これに準ずる奈良県以外の都道府県知事等がそれぞれ定めるところによ

り登録等された者 

⑶ 前 2 号に掲げる者のほか、前 2号の者と同等以上の技術を有すると市長が認めた者 

（補助対象区域） 

第３条 補助の対象となる区域は、市内全域とする。 

（補助対象建築物） 

第４条 補助の対象となる住宅は、昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工したもので、耐震診断

を受けたものとする。 

（補助対象者） 

第５条 補助の対象となる者は、耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者等とする。 

（補助対象工事） 

第６条  補助の対象となる耐震改修工事は、次に掲げる改修工事とする。 

⑴ 耐震改修工事前の構造評点が 1．0 未満のものを、耐震改修工事後の全ての階の構 

造評点を 1．0 以上の数値とする改修工事（以下「安全型改修工事」という。） 

⑵ 耐震改修工事前の構造評点が 0．7 未満のものを、耐震改修工事後の全ての階の構 

造評点を 0．7 以上の数値とする改修工事 

（補助対象工事の工事期間） 

第７条 補助の対象となる耐震改修工事の工事期間については、補助を申請する年度内に
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おいて当該耐震改修工事が完了し、市長の検査が受けられるものとする。 

（補助対象工事費及び補助金の額） 

第８条 補助対象工事費は、補助対象住宅の耐震改修工事のみに要した費用（一般管理費、 

現場管理費及び共通仮設費を含む。）とし、補助対象工事費が 500,000 円以上である場 

合に限り、補助金を交付する。 

２ 補助金の額は、補助対象住宅 1棟当たり、次の表の（ア）に掲げる耐震改修工事費の 

区分に応じ、それぞれ（イ）に定める補助金の額を限度とする。 

  

（ア）耐震改修工事費 （イ）補助金の額 

500,000 円以上 

870,000 円以下 
200,000 円 

870,000 円超 

1,305,000 円以下 

左の額に 0.23 を乗じた額 

（1,000 円未満の端数は切り捨て） 

1,305,000 円超 300,000 円 

 

（補助金交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別に定める期

間内に、既存木造住宅 耐震改修事業補助金交付申請書（第 1号様式）に次に掲げる書

類を添えて、工事契約の 締結前に市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助対象工事に係る耐震改修工事内訳書   

⑵ 補助対象住宅の付近見取図及び写真（外観が分かるものを 2枚以上とする。） 

⑶ 現状配置図及び平面図 

⑷ 補助対象住宅が昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工したことを証する書面 

⑸ 補助対象住宅の所有者等が確認できる書類 

⑹ 耐震改修前の耐震診断報告書の写し 

⑺ 耐震改修計画書 

  ア 耐震補強設計図書 

  イ 耐震改修工事工程表 

  ウ 耐震改修技術者による設計内容確認書（第 2号様式） 

     改修前の構造評点から改修後の構造評点が確認できる書類 

⑻ 耐震改修技術者であることを証する書類 

⑼ 工事監理者選任報告書（第 3号様式） 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金交付決定等） 

第１０条 市長は前条の規定により申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、適当

と 認めた場合は、補助金の交付を決定し、既存木造住宅耐震改修事業補助金交付決定

通知書（第 4号様式）により、当該申請者に通知するものとする。この場合において市

長は、助成の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。 

２ 市長は、審査の結果、申請を不適当と認めこれを却下するときは、既存木造住宅耐震 

改修事業補助金不交付決定通知書（第 5号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（工事の着手） 

第１１条 前条第 1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、工事を着手した際、 
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直ちに既存木造住宅耐震改修事業着手届（第 6号様式）を市長に提出しなければならな 

い。  

（工事の変更等） 

第１２条 申請者は、第 8条に規定する補助金交付申請の内容を変更しようとするときは 

速やかに市長と変更協議をしなければならない。 

２ 前項の変更協議において、補助金の額に変更が生じる場合は、既存木造住宅耐震改修 

事業補助金交付変更申請書（第 7号様式）を市長に提出しなければならない。 

３  市長は、前項の規定による変更申請を受理したときは、変更申請の内容を審査し、適

当と認めた場合は、既存木造住宅耐震改修事業補助金変更交付決定通知書（第 8号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

（中間工程の報告） 

第１３条 申請者は、耐震改修工事を施行している間に、既存木造住宅耐震改修事業中間

工程報告書（第 9 号様式）に耐震改修技術者による中間工程確認書（第 10 号様式）及

び工事写真その他市長が必要と認める書面を添付し、市長へ提出しなければならない。

この場合において、市長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。 

２ 既存木造住宅耐震改修事業中間工程報告書の提出時期は、市長と申請者で協議して決

定するものとする。 

（工事完了報告） 

第１４条 申請者は、耐震改修工事完了後早急に、既存木造住宅耐震改修事業完了報告書

（第 11 号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場

合において、市長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。 

⑴ 耐震改修技術者による完了検査確認書（第 12 号様式） 

⑵ 工事竣工図面 

⑶ 耐震改修工事の工事写真 

⑷ 耐震改修工事契約書の写し 

⑸ 耐震改修工事精算書（最終の耐震改修工事内訳書をいう。） 

⑹ 耐震改修工事に要した支払い領収書の写し 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、既存木造住宅耐震改修事業完了報告書を受理したときは、報告書の内 

容を精査するものとする。 

２ 市長は、耐震改修工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、既存

木造住宅耐震改修事業補助金交付額確定通知書（第 13 号様式）を申請者に通知するも

のとする。 

（補助金の請求） 

第１６条 申請者は、既存木造住宅耐震改修事業補助金交付額確定通知書を受理したとき

は、既存木造住宅耐震改修事業補助金交付請求書（第 14 号様式）を市長に提出し、補

助金の支払いを請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第１７条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは当該請求者に対し補助金を交付するものとする。 

（補助金交付決定の取消し） 

第１８条 市長は、耐震改修工事が中止となったとき、補助対象期間内に耐震改修工事が

完了しなかったとき、その他申請者に補助金を交付することが適当でないと認めたとき

は、補助金交付決定を取り消すことができる。 
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（租税特別措置法による証明書の発行） 

第１９条 市長は、補助金の交付を受けた者から当該補助に係る耐震改修工事（安全型改

修工事に限る。）について、平成 18 年国土交通省告示第 464 号別表 1 の規定による住

宅耐震改修証明申請書の提出があった場合は、当該証明に係る要件を満たしていること

を確認した上で、同表の規定による住宅耐震改修証明書を発行することができる。 

２ 耐震改修工事を行い、補助金の交付を当該年度に受けられなかった対象者から、前項

の住宅耐震改修証明申請書の提出があった場合は、この要綱に定める提出書類及び当該

証明に係る要件を満たしていることが確認できた場合については、前項の住宅耐震改修

証明書を発行することができる。 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 23 年 3 月 30 日告示第 69 号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第 8条第 2 項の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金につい

て適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 
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第１号様式（第９条関係） 

 

                             年  月  日 

桜 井 市 長 様 

 

                      住 所 

                 申請者  氏 名             ○印  

                      電話番号 

 

 

既存木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書 

 

 

     年度既存木造住宅耐震改修事業補助金の交付を受けたいので桜井市

既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第9条の規定により、関係書類を添え

て申請します。 
 

住 宅 の 所 在 地 

 

所 有 者 等 氏 名  

用 途   一戸・長屋・共同 階 数 地上   階 

建 築 面 積 ㎡床 面 積 ㎡

住 宅 の 

用 途 ・ 規 模 

構 造 等 構 造  

確 認 済 証 有・無 確認番号  年月日  年 月 日

 

住  

宅  

の  

概  

要  確 認 等 

の 履 歴 検 査 済 証 有・無 検済番号  年月日  年 月 日

耐 震 診 断 評 点 階 X: Y: 階 X: Y: 

改 修 後 予 定 評 点 階 X: Y: 階 X: Y: 

改 修 工 事予定金額                                  円 

工 事 着 手 予 定 日    年  月  日 工 事 完 了 予 定 日   年  月  日

 

【添付書類】  

・耐震改修工事内訳書 

・所在地の付近見取り図、住宅の現状写真 

・現状配置図、現状平面図 

・住宅の建設年月日が分かる書類 

・所有者等が確認できる書類 

・耐震改修前の耐震診断報告書の写し 

・耐震改修計画書（ 耐震補強設計図書、耐震改修技術者の設計内容確認書、工程表 ） 

・耐震改修技術者を証する書類 

・工事監理者選任報告書 

・その他市長が必要と認める書類 
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第２号様式（第９条関係）                       

 

                             年  月  日 

桜 井 市 長 様 

 

                      住 所 

                 申請者  氏 名             ○印  

                      電話番号 

 

 

設 計 内 容 確 認 書 

 

 

 申請建築物に対する耐震改修設計内容について、現状の構造評点   未満が、改修

工事の実施により   以上となる内容であることを下記のとおり確認しました。 

 

        設計者 

     建  築  士  氏名                                      ○印 

                        住所 

                        一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 

              登録番号 

 

           建築士事務所 名称 

              所在地 

                           一級建築士事務所、二級建築士事務所 

              又は木造建築士事務所の別 

                           登録年月日及び登録番号 

 

         建築物の所在地 

 

 

記 

 

                                     Ｘ方向    Ｙ方向          総合評点 

    改修前の構造評点  1Ｆ         ．          ．  

                        2Ｆ         ．          ．             ．  

 

 

    改修後の構造評点   1Ｆ         ．          ．                

                           2Ｆ         ．          ．             ． 
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第３号様式（第９条関係） 

 

                             年  月  日 

桜 井 市 長 様 

 

                      住 所 

                 申請者  氏 名             ○印  

                      電話番号 

                      申請建築物の所在地     

 

 

工 事 監 理 者 選 任 報 告 書 

 

 

 申請住宅に対する耐震改修工事について、下記の者を工事監理者として選任しました

ので報告します。 

 

記 

 

        

    建築士      氏名                                   ○印  

                       住所 

                       一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 

             登録番号 

 

        建築士事務所  名称 

             所在地 

                          一級建築士事務所、二級建築士事務所 

             又は木造建築士事務所の別 

                          登録年月日及び登録番号 
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第４号様式（第１０条関係） 

 

                              第        号 

                             年  月  日 

 

（住  所） 

（氏  名）       様 

                     

                   桜井市長            □印  
 

                     

 

既存木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった既存木造住宅耐震改修事業補助金の交

付について決定したので通知します。 

 
 

住 宅 の 所 在 地  

住 宅 の 用 途  

住 宅 の 規 模   地上   階   床面積     ㎡ 

 

補 助 金 交 付 額 

 

                   円 

 

交付条件 

 ・この補助金事業を変更、中止しようとするときは市長に届けること。 

  ・工事を着手したときは、直ちに既存木造住宅耐震改修事業着手届を市長に 

   届けること。 
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第５号様式（第１０条関係） 

 

                                                        第    号 

                             年  月  日 

 

（住   所） 

（氏   名）      様 

 

                    桜井市長           □印  
 

 

既存木造住宅耐震改修事業補助金不交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった既存木造住宅耐震改修事業補助金の交

付については、不交付と決定したので通知します。 

 
 

住 宅 の 所 在 地  

住 宅 の 用 途  

住 宅 の 規 模   地上   階   床面積     ㎡ 

不 交 付 の 理 由  

 

 

 



桜井市『規程･要綱集』【y0830031】○桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱 
 

 - 10 -

第６号様式（第１１条関係） 

 

                             年  月  日 

桜 井 市 長 様 

 

                      住 所 

                 申請者  氏 名             ○印  

                      電話番号 

 

 

既存木造住宅耐震改修事業着手届 

 

 

     年  月  日付け   第        号で交付決定を受けた既存木造住宅

耐震改修事業を着手しましたので、桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

第11条の規定により次のとおり届け出ます。 

 
 

住 宅 の 所 在 地  

住 宅 の 用 途  

着 手 日       年    月    日 

完 了 予 定 日       年    月    日 

住 所  

 

会 社 等 名 称

 

 

耐 震 改 修 

 

工 事 施 工 者 

電 話 番 号  
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第７号様式（第１２条関係） 

 

                             年  月  日 

桜 井 市 長 様 

 

                      住 所 

                 申請者  氏 名             ○印  

                      電話番号 

 

 

既存木造住宅耐震改修事業補助金変更交付申請書 

 

 

     年  月  日付け   第号で交付決定を受けた事業について申

請内容を変更をしますので、桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第

12条第2項の規定により関係書類を添えて変更申請します。 

 
 

住 宅 の 所 在 地  

変 更 の 内 容  

 

変 更 の 理 由 

 

 

＊変更の内容により必要な書類を添付して下さい。 
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第８号様式（第１２条関係） 

 

 

                                 第    号 

                              年  月  日 

 

（住  所） 

（氏  名）       様 

                     

                    桜井市長           □印  
 

                     

 

既存木造住宅耐震改修事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付け   第   号で交付決定した既存木造住宅耐震改

修事業補助金を下記のとおり変更したので通知します。 

 
 

住 宅 の 所 在 地  

変 更 前 の 

 

補 助 金 交 付 額 

 

                                     円 

変 更 後 の 

 

補 助 金 交 付 額 

 

                                     円 

 

 

 

 

 

 

 

 



桜井市『規程･要綱集』【y0830031】○桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱 
 

 - 13 -

第９号様式（第１３条関係） 

 

                             年  月  日 

桜 井 市 長 様 

 

                      住 所 

                 申請者  氏 名             ○印  

                      電話番号 

 

 

既存木造住宅耐震改修事業中間工程報告書 

 

 

     年  月  日付け   第号で交付決定を受けた既存木造住宅耐震改修

事業について、中間工程を報告します。 

 
 

住 宅 の 所 在 地  

住 宅 の 用 途  

住 宅 の 規 模 地上   階   床面積     ㎡ 

 

 

【添付書類】 

 ・耐震改修技術者による中間工程確認書（設計図書、写真等添付） 
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第１０号様式（第１３条関係） 

 

                                                年  月  日 

 

 

 

 

中 間 工 程 確 認 書 

 

 

 申請建築物に対する耐震改修工事の実施状況について、工事完了時では隠ぺいとなる

部分は耐震改修設計内容のとおりであることを確認しましたので、別添資料※を添えて

報告します。 

 

 

     建 築 士     氏名                                     ○印  

                        住所 

                        一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 

              登録番号 

 

         建築士事務所  名称 

              所在地 

                           一級建築士事務所、二級建築士事務所 

              又は木造建築士事務所の別 

                           登録年月日及び登録番号 

 

         建築物の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※工事位置、箇所数、工法（筋交い、金物補強、腐朽部材の交換等）など、設計図書

のとおり補強工事が行われていることを証する書類（写真等）を添付してください。 
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第１１号様式（第１４条関係） 

 

                             年  月  日 

桜 井 市 長 様 

 

                      住 所 

                 申請者  氏 名             ○印  

                      電話番号 

 

 

既存木造住宅耐震改修事業完了報告書 

 

 

     年  月  日付け   第号で交付決定を受けた耐震改修事業が完了し

ましたので、桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第14条の規定により関

係書類を添えて報告いたします。 

 
 

住 宅 の 所 在 地  

住 宅 の 用 途  

住 宅 の 規 模   地上   階   床面積     ㎡ 

工 事 完 了 日      年   月   日 

耐 震 改 修 工 事 金 額                                       円 

 

 

【添付書類】 

・耐震改修技術者による完了検査確認書（竣工設計図書、工事写真等添付）  

・耐震改修工事の契約書の写し 

・耐震改修工事精算書（最終の工事内訳書） 

・耐震改修工事に要した支払い領収書の写し  

・その他市長が必要と認める書類 
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第１２号様式（第１４条関係） 

 

                                                 年  月  日 

 

 

                         

完 了 検 査 確 認 書 

 

 

 申請建築物に対する耐震改修工事の完了が耐震改修設計内容のとおりであることを

確認しました。 

 

    建 築 士       氏名                                   ○印  

                       住所 

                       一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 

             登録番号 

 

        建築士事務所  名称 

             所在地 

                          一級建築士事務所、二級建築士事務所 

             又は木造建築士事務所の別 

                          登録年月日及び登録番号 

 

      建築物の所在地 

 

 

記 

 

                                      Ｘ方向    Ｙ方向          総合評点 

     改修前の構造評点  1Ｆ         ．          ．  

                          2Ｆ         ．          ．             ． 

     改修後の構造評点   1Ｆ         ．          ． 

                            2Ｆ         ．          ．             ．  
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第１３号様式（第１５条関係） 

 

                               第    号 

                             年  月  日 

（住   所） 

（氏   名）        様 

 

                    

                     桜井市長          □印  
 

 

既存木造住宅耐震改修事業補助金交付額確定通知書 

 

 

     年  月  日付け   第号で交付決定を受けた既存木造住宅耐震改修

事業補助金の交付額を次のとおり確定したので通知します。 

 
 

住 宅 の 所 在 地  

住 宅 の 用 途  

住 宅 の 規 模   地上   階   床面積     ㎡ 

 

補 助 金 確 定 額 

 

                   円 
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第１４号様式（第１６条関係） 

 

                             年  月  日 

桜 井 市 長 様 

 

                      住 所 

                 申請者  氏 名             ○印  

                      電話番号 

 

 

既存木造住宅耐震改修事業補助金交付請求書 

 

 

 桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第16条の規定により既存木造住宅

耐震改修事業補助金の交付を請求します。 

 
 

 

補 助 金 交 付 請 求 額 

 

                                円 

 

 
 

金 融 機 関 名  支 店 名  

預  金  種  別  口座番号  

フ リ ガ ナ 
口  座  名  義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


